
1 　委員長、副委員長

　委員長

　副委員長

2 　理事会

委員長 渡辺　 守人
副委員長 筱岡　 貞郎

理　事 川上　　　浩 経営企画分科会長
理　事 八嶋　 浩久 教育警務分科会長

(７名) 理　事 澤﨑　　　豊 厚生環境分科会長
理　事 針山　 健史 地方創生産業分科会長
理　事 安達　 孝彦 県土整備農林水産分科会長

3 　委　員　（分科会別）　　36名

分科会長 川上　　　浩 分科会長 針山　 健史

副分科会長 大門　 良輔 副分科会長 瀧田　 孝吉

委　員 佐藤　 則寿 委　員 尾山謙二郎

委　員 立村   好司 委　員 嶋川　 武秀

(８名) 委　員 庄司   昌弘 (８名) 委　員 藤井　 大輔

委　員 瘧師富士夫 委　員 岡﨑　 信也

委　員 筱岡   貞郎 委　員 井上　　　学

委　員 渡辺   守人 委　員 鹿熊　 正一

分科会長 八嶋　 浩久 分科会長 安達   孝彦

副分科会長 谷村   一成 副分科会長 鍋嶋慎一郎

委　員 瀬川　 侑希 委　員 寺口   智之

委　員 永森   直人 委　員 川島　　　国

(７名) 委　員 武田　 慎一 (７名) 委　員 宮本   光明

委　員 火爪   弘子 委　員 中川   忠昭

委　員 米原　　　蕃 委　員 菅沢　 裕明

  　

分科会長 澤﨑　　　豊

副分科会長 大井   陽司

委　員 光澤   智樹

委　員 種部　 恭子

(６名) 委　員 井加田まり

委　員 五十嵐  務

　 　

決算特別委員会の組織及び構成

渡辺　 守人
筱岡　 貞郎

役　　　職 理　事　名 備　考
理事会

役　　　職 委　員　名 役　　　職 委　員　名

経営企画
　分科会

地方創生
産業

分科会

教育警務
　分科会

県土整備
農林水産
　分科会

厚生環境
　分科会

＊委員は、正副議長及び監査委員を除く全議員に
より構成され、常任委員会に対応する分科会に所
属する。



区　分 月　日

委 員 会
（総括説明） 10月４日(水)

経営企画分科会 教育警務分科会 厚生環境分科会
地方創生産業

分科会
県土整備農林水産

分科会

分 科 会
（大会議室） (第３委員会室) (第１委員会室) (第３委員会室) (第２委員会室)

（書面審査） 経営管理部① 警察本部 　 　 　

13:00～14:05 11:00～12:00 　 　 　

出納局① 教育委員会 　 　 　

14:05～14:30 14:00～16:30 　　 　　 　　

知事政策局① 　 　 　 　

14:40～16:00 　　 　　 　　 　　

議会事務局

16:00～16:10

　　 　 土木部①

　 　　 13:30～15:00

　　 　 企業局

　 　　 15:00～15:50

　　 厚生部① 　 　

　 9:30～11:20 　　 　　

　　 生活環境文化部① 　 　

　 11:20～11:50 　　 　　

　　 　 土木部②

　 　　 10:00～10:30

　　 　 農林水産部①

　 　　 10:30～12:00

農林水産部②

13:00～15:00

土木部③

15:10～16:40

　　 厚生部② 　 農林水産部③

　 9:30～12:00 　　 13:30～15:00

　　 厚生部③ 　 土木部④

　 13:00～14:30 　　 15:00～16:00

生活環境文化部② 　  

14:30～15:40 　　  

　　 　 地方創生局

　　 　 8:50～10:20

　 　 交通政策局

　 10:30～12:00

　 商工労働部

　 13:15～15:25

　 労働委員会

　 15:25～15:55

危機管理局 　　 生活環境文化部③

9:30～10:30 　 9:30～11:30

出納局② 　

10:30～11:00

知事政策局②

11:10～12:00

人事委員会事務局

13:00～13:25

監査委員事務局

13:25～13:45

経営管理部③

13:45～15:50

理 事 会 11月２日
(木)

理 事 会 11月９日
(木)

理 事 会 11月20日
(月)

委 員 会 11月20日
(月)

　審査報告書検討協議　

10月19日(木)

令和５年度　決算特別委員会　審査日程一覧（案）

摘　　　　　　　　要

午後1時00分から午後5時10分まで

（大会議室）
　　・会計管理者、各部局長等による概要説明
　　・前年度要望指摘事項に対する措置状況

10月５日(木)

10月６日(金)

10月10日(火)

10月11日(水)

10月12日(木)

10月16日(月)

　審査報告書(案)に対する委員への意見照会(11月14日頃まで)

　審査報告書に対する意見への対応
（9：30～  30分程度）
（第５委員会室）

（10：00～　１時間程度）
（大会議室）

　分科会ごとに正副分科会長が所管する部局に関係する要望指摘事項について協議(２回程度)

　要望指摘事項項目打合せ
（14：00～　１時間程度）
（第５委員会室）

　審査報告書打合せ
（10：00～　１時間程度）
（第５委員会室）


